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住まい・暮らしに関すること

住まい

（１）都営住宅の募集

年2回（8月、2月）住宅に困っているひとり親世帯などで入居希望の方を募集し、住
宅困窮度をポイント化して順位を決め、上位の方から募集戸数までの方へ住宅をあっせ
んします。他に抽選方式（5月、11月）の募集のとき、当選率が一般応募よりも7倍高く
なる制度もあります。また、毎月中旬～下旬にホームページから申込書をダウンロード
して申込む毎月募集があります。

【問合せ先】 JKK東京（東京都住宅供給公社）都営住宅募集センター▶ P42

（２）都営住宅の使用料減額

都営住宅に入居し、未成年の子どもを扶養している低所得のひとり親世帯が対象です。
子どもが１人の世帯は就学前の幼児、2人以上の世帯は2人以上が高校生（同等の学校を
含む）以下の場合、使用料が減額になります。この他、母子世帯を対象とした特別減額が
あります。

【問合せ先】 JKK東京（東京都住宅供給公社）都営住宅お客さまセンター▶ P42

【問合せ先】 （３）（４）世田谷区営住宅等窓口センター▶ P42

（４）区営・区立住宅の使用料特別減額

区営・区立住宅に入居するひとり親世帯で一定要件を備えた方を対象に、一定の基準
により使用料が減額になります。

（３）区営・区立住宅の募集

住宅に困っているひとり親世帯を対象とした、区営・区立住宅の募集があります。募
集は年2回、空き室がある場合に行います。

詳しくはこちら▶
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（５）母子生活支援施設

18歳未満の子どもがいる母子世帯が、子どもの養育に困難や問題を抱える場合に一定
期間入所できる施設で、母子支援員の支援や助言を受けることができます。なお、入所
に際し審査があり、所得に応じた費用負担があります（住民税非課税世帯と生活保護受給
世帯は無料）。

（６）保証会社紹介制度

区内在住2年以上で18歳未満の子どものいるひとり親世帯が対象です。区と協定を締
結した保証会社を利用することにより、民間賃貸住宅への入居を支援します。初回利用
に限り、保証料の一部を助成します（生活保護受給世帯は除く）。

（７）お部屋探しサポート

区内在住18歳未満の子どものいるひとり親世帯が対象です。区と協定を結んだ不動産
店団体の協力で民間賃貸住宅の空き室情報を提供します（予約優先）。

【問合せ先】 （６）（７）住まいサポートセンター（（公財）世田谷トラストまちづくり内）▶ P42

（８）ひとり親世帯家賃低廉化補助事業

18歳未満の子どものいるひとり親世帯の方が、区内の対象住宅に転居される場合に、
区が賃貸人（家主など）に家賃の一部を補助することで、入居者の家賃負担額を減額しま
す。

（対象住宅についてはお問合わせください。入居には、所得制限などの条件があります。）

【問合せ先】 世田谷区補助金受付窓口▶ P42

（９）多世代近居・同居応援事業

18歳未満の子どものいる子育て世帯と親世帯が区内で新たに近居・同居する場合、転
入・転居した世帯に対しその初期費用の一部を応援金として交付します。

【問合せ先】 居住支援課 居住支援担当▶ P41

【問合せ先】 各総合支所子ども家庭支援課 家庭支援▶ P40-41
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（２）ひとり親家庭親子でスマイル体験応援事業（遊園地等の割引）

ひとり親家庭を対象に、保護者と20歳未満の子どもに、
日帰りレクリエーション施設の割引利用券を交付しています。
近郊の遊園地など５か所です。1人年度内1回までで、所得
制限があります。

【問合せ先】 各総合支所子ども家庭支援課 家庭支援▶

【問合せ先】 各総合支所子ども家庭支援課 子ども相談▶ P40-41

P40-41

暮らし

（１）ホームヘルパー訪問

ひとり親家庭になられた直後などの大変な時期に就業や生活を支援するために、以下
の場合にホームヘルパーが訪問します。所得制限あり。利用者負担なし。

利用できる方（対象）…… 以下の理由により、日常生活に著しく支障をきたしている小学３年生
以下の子どものいるひとり親家庭
1．ひとり親となって２年以内で、生活環境の著しい変化のため、日

常生活を営むのに支障があるとき
2．ひとり親となった時期を問わず、就業などにより子どもの養育に

著しく支障があるとき
3．ひとり親となった時期を問わず、保護者または子どもが一時的傷

病であるとき

利用条件 …………………… 1．世帯の所得（課税対象額）が基準限度額以下であること
2．祖父母等が同一世帯や隣に住み、子どもの面倒を見られる状態で

ないこと（子どもの面倒が見られる家庭は利用できません）。

利用時間 …………………… 午前7時～午後9時の範囲内で2時間以上8時間以内の必要最小時間
（日曜、祝・休日は10時間まで訪問可）

訪問理由（訪問期間） ……… 1．ひとり親となった直後2年以内：6か月以内（月12日以内）
2．就業など：１年以内＊（月12日以内）
3．保護者または子どもの一時的傷病：治療期間（月6日以内）

＊ご家庭の状況により更新できる場合があります。
　ただし、1と2の事由による訪問期間を合算し、最長2年間です。

詳しくはこちら▶
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（３）地域のひとり親家庭支援拠点「ippo（いっぽ）」

ひとり親家庭を妊娠期から子どもが高校生世代になるまで
切れ目なく支援することを目指し、ひとり親家庭のみなさん
が困りごとを少しでも解決できるように個別相談や子ども向
けイベント、保護者向けセミナーなどを行います。

【問合せ先】 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当▶ P41

詳しくはこちら▶


